
1 

 

賃貸借仕様書 

 

１.件名 （長期継続契約）市川市八幡市民交流館駐車場管理機器賃貸借 

 

２.賃貸借期間 令和８年３月３１日～令和１４年３月３０日（７２か月） 

 

３.納入日 令和８年３月３０日 

４.賃貸借物件 
 

精算機 1 台 

保護テント 1 台 

 ナンバー読取り式カメラ 1 式 
車両検知器 1 式 

満空車表示灯 1 台 

出庫注意灯（常灯も可） 1 台 

看板 1 式 

オートフォン 1 台 
サービス券発行機 1 台 

 

※機器については、同一メーカーでのシステムにすること。 

 

５.賃貸借物件の設置について 

(1)賃貸人は市川市の指示に基づき、賃貸借物件を適正に設置するものとする。 

  別紙１「設置場所」、別紙２「電気系統図」を参考とし、賃貸借物件設置に必要な 

  機器等は事業者で用意し、管理運営上必要な基礎工事、電気工事、配管設置、配

線工事等の工事費用も事業者負担とする。 

配線については、施設につながっている既存の空配管を利用し、地面に埋没させる 

こと。必要に応じて、既存の舗装を掘削等することを認めるが、撤去後は平らにな 

らし、舗装を復旧し、路面の色やペイント等は周囲の色に極力合わせること。 

（掘削物の処分費用も事業者負担とする。） 

(2)賃貸借期間開始日よりすみやかに利用するために、必要となる準備期間を設け

るが、この期間は賃貸借の契約期間に含まないものとする。 

(3)設置場所 市川市八幡４丁目２番１号（市川市八幡市民交流館） 
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６.仕様について 

① ナンバー読み取り式カメラ 

駐車券を使用せず、カメラによる車番の認証記録、入出庫管理等を行うものと 

する。 

 

② 精算機 

ア) 二次元コードサービス券等を使用することにより無料処理、および減額処理が

できる仕様とする。 

イ）駐車料金を表示し、精算できるものとする。 

ウ）料金の支払いは現金・キャッシュレス決済で精算を行う。現金は１，０００円 

紙幣のほか５００円、１００円、５０円、１０円硬貨が使用でき、つり銭切れの対 

応ができること。 

また、つり銭切れ時には金額を印字した預かり証を発行できること。 

キャッシュレス決済は、クレジットカード払い、タッチ決済、バーコード決済、

二次元コード決済に対応しているものとし、実際に導入する機種は別途協議す

ることとする。 

エ）キャッシュレス決済の契約および手数料の負担は受託者となる。 

オ）令和３年１１月発行の新５００円硬貨及び令和６年７月発行の新紙幣対応の 

機器であること。 

カ）領収書が必要な場合には、領収書ボタンを押すことにより領収書が発行でき 

るものとする。 

なお、発行する領収書はインボイス制度に対応した領収書とする。 

キ）精算時における機器のトラブル・問い合わせ等のため、サービスセンター直 

通のインターホンを設置するものとする。 

ク）機器は、音声案内と大型画面等により操作方法がわかりやすいものとする。 

 

③  満空車表示灯 

駐車場入り口に前面道路から見えるよう駐車場の満車空車を表示する表示 

灯を設置する。 

 

④  出庫注意灯（常灯も可） 

出口前面の歩道を通行する歩行者に車が出庫することがわかるよう、回転灯等 

を設置する。出庫注意灯の代わりに常灯も設置可能とする。 

 

⑤ 利用上の注意看板 

  市川市八幡市民交流館の貸室利用者専用駐車場である旨、わかりやすく表示

すること。 
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⑥ 割引処理 

    １時間ごとに割引処理ができること。 

 

７．未払い車両に対する対応について  

対応方法の手段を提示し、賃貸人と協議して決定できる体制であること 

（対応手段：車両へ警告書の貼付、利用者へ内容証明、請求書の送付、車両情報の

提供、警報スタンド設置など） 

 

８．市川市八幡市民交流館について 

（１） 収容台数：７台（車いす使用者用１ 台） 

（２） 駐車料金：車 1 台当たり、20 分ごとにつき 100 円、館内貸室利用団体は予約

時間内、１台無料。 

 

９．保守について 

賃貸借物件の保守について、別途保守管理業務委託を締結するものとする。 

 

１０．賃貸借期間満了後について 

賃貸借期間満了後は、原状回復にするものとし、その際の費用は賃貸人が負

うものとする。市川市から指示があった場合は、機器内のデータを賃貸人の負

担により全て消去し、その証明書を提出すること。 

市川市の希望により、本契約終了後に再リース契約を締結することができるもの

とする。 

 

１１. 契約不適合責任  

賃貸人は賃貸借物件の引渡し以降、物件の規格、性能、機能等に不適合、不完

全その他契約の内容に適合しないものがあるときは、賃貸借期間中、修補、代替物

の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完の責めを負うものとする。 

 

１２. 権利義務の譲渡の禁止 

この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、

又はその権利を担保に供することはできない。 

 

１３.その他 

（１）本仕様書に定めのない事項については、その都度、市川市と賃貸人双方で協議の

上、取り決める 

     ものとする。 

（２）契約の履行上疑義が生じた場合は、市川市と協議の上、その指示に従うこと。 

（３）暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 
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別紙1 

設置場所 
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別紙２ 

電気系統図 

（構内配線路図） 

 
 

（ピット階平面図） 
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（１階平面図） 

 

 


